
                
      入札公告 

 

  次のとおり一般競争入札に付す。 

 

    令和８年７月14日（火） 

                                                 契約担当者 

                                                    兵庫県警察本部長  小 西 康 弘 

１  調達内容 

(1) 調達物品 

      違法・有害情報検索システムアカウント利用サービスの提供 

(2) 調達物品の特質等 

      調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

  (3) 利用期間 

  令和８年９月１日から令和９年８月31日まで 

  (4) 納入場所 

兵庫県警察本部の指定する場所 

 (5) 入札方法 

      前記(1)の物品について入札に付する。 

   落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未

満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。 

 

２  一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者

名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として

認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基

準による資格制限を受けていない者であること。 

(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において受けて

いない者であること。 

(4) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成 11年

法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 暴力団排除条例（平成 22年兵庫県条例第 35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規

定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成 23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に

規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

 

３  入札の参加申込及び入札の方法等 

  (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

      〒650―8510  神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

                   兵庫県警察本部総務部会計課用度係  担当 塩山 

                   電話(078)341―7441  内線2216  ＦＡＸ(078)341-5169 

 (2) 参加申込の期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

      令和８年７月14日（火）から同月21日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県

条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）の午前９



時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

  (3) 入札・開札の日時及び場所 

      令和８年７月30日（木）午前10時 兵庫県警察本部総務部会計課 

 (4) 入札の参加申込及び入札書の提出期限 

   本件は、兵庫県物品電子入札共同運営システム（以下「電子入札共同運営システム」という。）

の利用による入札（以下「電子入札」という。）及び開札手続を行うものとし、その方法は以下に

よる。 

  ア 申込みは、令和８年７月14日（火）午前９時から同月21日（火） 午後４時まで（県の休日を

除く。）に電子入札共同運営システムにより行うこと。 

  イ 電子入札は、令和８年７月28日（火）午後５時から同月30日（木）午前10時まで（県の休日を

除く。）に行うこと。 

  ウ 開札日時及び場所は(3)に同じ。 

 

４ 仕様確認及び仕様書等に関する質問について 

(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次

により必ず確認を受けること。 

     また、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書（様式は任意）を提出するこ

と。 

ア 受付期間 

持参の場合は、令和８年７月14日（火）から同月21日（火）まで（県の休日を除く。）の毎日午

前 10時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）の間に提出すること。 

    電子入札共同運営システムによる場合は、令和８年７月14日（火）から同月21日（火）の毎日午

前９時から午後８時（県の休日を除く。また、令和８年７月21日(火）は午後４時までとする。）の

間に提出すること。 

イ 受付場所 

    兵庫県警察本部総務部会計課用度係（兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目４番１号） 

    電話番号(078)341－7441（内線 2216） ＦＡＸ(078)341-5169 

ウ 提出書類 

  （ア）仕様確認 

仕様書３(2)サ、シに記載の書類 

（イ）質問 

   仕様等に関する質問書 

エ 提出方法 

    電子入札共同運営システム、持参又はＦＡＸにより提出すること。 

オ 質問の回答及び確認の結果 

    令和８年７月28日（火）午後５時までに、入札者に通知する。 

(2)  入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を

求められた場合は、それに応じること。 

(3)  入札者は、前記(1)のオで認められた物品で入札すること。 

 

５  その他 

  (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨 

  (2) 入札保証金 

      契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額に予定月数を乗じ

て得た額）の100分の５以上の額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り



上げるものとする。）を、令和８年７月29日（水）正午までに納入しなければならない。ただし、

次の場合は入札保証金の納付を免除する。 

ア 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、そ

の保険証券を入札保証金に代えて提出すること。 

保険期間は本件入札の参加申込後で、令和８年７月30日（木）以前の任意の日を開始日とし、令

和８年８月６日（木）以降の任意の日を終了日とすること。 

イ 国（公社・公団を含む。）、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の

規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認め

られるとき 

  (3) 契約保証金 

      契約金額（消費税及び地方消費税相当額を加算した金額に予定月数を乗じて得た額）の100分の

10以上の額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。）の契

約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部

長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出

すること。また、財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）に基づき免除する場合がある。 

 (4) 入札に関する条件 

ア  入札は、所定の日時までに電子入札すること。 

イ 入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）を求める場合、所定の日時までに提出され 

ていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和８

年８月６日（木）まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者 

の入札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 代理人が入札をする場合は、事前に承認された代理人に限る。 

キ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ)  初度の入札において、アからカまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又 

はオに違反して無効となった者以外の者 

  (5) 入札の無効 

      本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提

出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

  (6) 契約書作成の要否 

     要作成 

  (7) 落札者の決定方法 

      入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和

39年兵庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  (8) その他 

  詳細は、入札説明書による。 

 

 

 



 

入 札 説 明 書 
 

違法・有害情報検索システムアカウント利用サービスの提供に係る一般競争入札（以下「入札」という。）

の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 調達物品 

  違法・有害情報検索システムアカウント利用サービスの提供 

(2) 調達物品の規格、品質、性能等 

仕様書のとおり 

(3) 調達物品の条件等 

仕様書のとおり 

(4) 利用期間 

令和８年９月１日から令和９年８月 31日まで 

(5) 納入場所 

兵庫県警察本部の指定する場所 

 

２ 入札参加資格 

入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を

受けた者であること。 

(1)  物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）

者名簿（以下「名簿」という。）に登録されている者であること。 

ただし、名簿に登録されていない者であって、既に兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子

入札共同運営システム」という。）に対応している認証局の電子証明書を取得している者が、入札参

加を希望し物品関係入札参加資格者の認定を求める場合は、令和８年７月21日(火）午後４時までに、

所定の物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて、 下記窓口に申請し、入札参加資格の

随時審査を受けること。 

【入札参加資格審査窓口】 

  兵庫県出納局物品管理課（電話番号：078-341-7711（内線 4935）） 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基

準による資格制限を受けていない者であること。 

(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）を申込期限日及び当該調達の入札

の日において受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成 11年

法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 暴力団排除条例（平成 22年兵庫県条例第 35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規

定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成 23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に

規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

 

３ 入札参加の申込み 

(1) 参加申込 

電子入札共同運営システムにより行うこと。 

(2) 参加申込の期間 

令和８年７月14日（火）から同月21日（火）の午前９時から午後８時まで（兵庫県の休日を定める



条例（平成元年兵庫県条例第 15号）第２条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）

を除く。また、令和８年７月21日(火）は午後４時までとする。） 

(3) 入札参加資格の確認 

ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。 

イ 入札参加資格の有無については、提出のあった関係書類に基づいて確認し、その結果を令和８年

７月28日（火）午後５時までに電子入札共同運営システムにより通知する。 

(4) その他 

ア 関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。 

イ 提出された関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。 

ウ 提出された関係書類は、返却しない。 

エ 提出期限日の翌日以降は、関係書類の差し替え又は再提出は認めない。 

 

４ 仕様確認及び仕様書等に関する質問 

(1)   入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次より必ず確

認を受けること。 

また、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書（様式は任意。）を提出する

こと。 

ア 受付期間 

持参の場合は、令和８年７月14日（火）から同月21日（火）まで（県の休日を除く。）の毎日午

前 10時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）の間に提出すること。 

    電子入札共同運営システムによる場合は、令和８年７月14日（火）から同月21日（火）の毎日午

前９時から午後８時（県の休日を除く。また、令和８年７月21日(火）は午後４時までとする。）の

間に提出すること。 

イ 受付場所 

    兵庫県警察本部総務部会計課用度係（兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目４番１号） 

    電話番号(078)341－7441（内線 2216） ＦＡＸ(078)341-5169 担当：塩山 

ウ 提出書類 

  （ア）仕様確認 

仕様書３(2)サ、シに記載の書類 

（イ）質問 

仕様等に関する質問書 

エ 提出方法 

    電子入札共同運営システム、持参又はＦＡＸにより提出すること。 

オ 質問の回答及び確認の結果 

    令和８年７月28日（火）午後５時までに、入札者に通知する。 

(2)  入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を

求められた場合は、それに応じること。 

(3)  入札者は、前記(1)のオにより承認された物品で入札すること。 

 

５ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 

６ 契約条項を示す場所及び日時 

兵庫県警察本部総務部会計課用度係   

令和８年７月14日（火）から同月21日（火）まで（県の休日を除く。）の毎日午前９時から午後４時

まで（正午から午後１時までを除く。） 



 

７ 入札・開札の場所及び日時 

 (1) 場所 兵庫県警察本部総務部会計課 

 (2) 日時 令和８年７月30日（木）午前 10時 

 

８ 入札書の提出方法 

電子入札共同運営システムを利用し、令和８年７月28日（火）午後５時から同月30日（木）午前 10

時まで（県の休日を除く。）に入札を行うこと。 

 

９ 入札書の作成方法 

(1) 電子入札共同運営システムにより入札する。 

(2) 金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。 

 (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した

金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

(4) 入札執行回数は、２回を限度とする。 

(5) 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

 

10 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額に予定月数を乗じて

得た額）の 100分の５以上の額（当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げ

るものとする。）を、令和８年７月29日（水）正午までに納入しなければならない。ただし、次の場合

は入札保証金の納付を免除する。 

ア 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その

保険証券を入札保証金に代えて提出すること。 

保険期間は本件入札の参加申込後で、令和８年７月30日（木）以前の任意の日を開始日とし、令

和８年８月６日（木）以降の任意の日を終了日とすること。 

イ 国（公社・公団を含む。）、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規

模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められ

るとき 

(2) 契約保証金 

契約保証金の納入を求める場合、契約金額（消費税及び地方消費税相当額を加算した金額に予定月

数を乗じて得た額）の 100分の 10以上の額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り上げるものとする。）の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書

を契約保証金に代えて提出すること。 

   また、財務規則（昭和 39年兵庫県規則第 31号）に基づき免除する場合がある。 

11 無効とする入札 

(1) 前記２の入札参加資格がない者のした入札、仕様確認において承認された物品以外での入札、申込

又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、

指名停止中である者等前記２に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。 

(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。 

 



12 落札者の決定方法 

(1) 前記１の物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和 39年兵庫県規

則第 31号）第 85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。 

     （注）予定価格には次の費用を含む。 

① 入札物品の監督及び検査を受けるために要する費用 

② 入札物品の納入に伴う包装、梱包及び輸送に要する費用 

③ 入札物品にかかる関税及びその他輸入課徴金の経費 

(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上ある場合は、電子くじによって落札者を決定する。 

なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、電子くじを引くことを辞退することはできない。 

(3) 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をし、別に定める日時において入札

をする。 

(4) 再度の入札をしても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約による。 

 

13 入札に関する条件 

(1) 入札は、所定の日時までに電子入札すること。 

(2) 入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）を求める場合、所定の日時までに提出されて

いること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和８年８

月６日（木）まであること。 

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の

入札でないこと。 

(5) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

(6) 代理人が入札をする場合は、事前に承認された代理人に限る。 

(7) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

イ 初度の入札において、(1)から(6)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、(4)又は

(5)に違反して無効となった者以外の者  

 

14 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項 

天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、

入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、

又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、

入札者の負担とする。 

 

15 契約書の作成 

(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から７日以内に契約担当

者に提出しなければならない。 

(2) (1)の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。 

(3) 契約書は２通作成し、双方各１通保有する。 

(4) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。 

(5) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、

契約を締結しない。 

 

16 監督及び検査 

監督及び検査は、契約条項の定めるところにより行う。 



  なお、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。 

 

17 その他注意事項 

(1) 関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。 

(2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信義

誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。 

(3) 暴力団排除条例（平成 22年兵庫県条例第 35号）の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約

者には、「ア 暴力団又は暴力団員に該当しないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しな

いこと、ウ ア・イに該当することとなった場合は契約を解除し、違約金の請求等についても異議を述

べないこと」を旨とする誓約書の提出を求めます。 

 

18 調達事務担当部局 

〒650―8510  兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

兵庫県警察本部総務部会計課 (電話番号：(078)341―7441  内線 2216  ＦＡＸ：078-341-5169) 

担当：塩山 

 



                

提出書類の注意事項 
 

１ 参加申請・質問等の提出について（令和８年７月21日(火）午後４時締切） 

  参加申請については、電子入札共同運営システムにより期日までに提出してください。 

仕様に関する質問がある場合には、「仕様等に関する質問書」により、期日までに兵庫県警察本部会計

課担当まで提出してください。提出方法は、可能な限り電子入札共同運営システムをご利用ください。

（ＦＡＸ及び持参による提出を妨げるものではありません。） 

事前に仕様確認が必要です。納入予定機器リスト及び仕様がわかるもの（カタログ等）を期日までに

兵庫県警察本部会計課担当まで提出してください。電子入札共同運営システム、ＦＡＸ及び持参のいず

れかの方法により提出願います。事前確認のうえ、仕様を満たすものと認められた機種以外での入札は

無効となりますのでご注意ください。 

 

２ 入札額について 

  入札額は、１箇月あたりの賃貸借料（消費税及び地方消費税相当額を含めない額）としてください。 

  ※ 消費税及び地方消費税（相当額）は契約の段階で加算します。 

 

３ 入札書提出の際に必要となる入札内訳書の添付について 

入札書を提出する際は、入札内訳書をファイルの形で添付してください。 

入札内訳書の様式は自由です。必要に応じて添付している入札内訳書を使用してください。 

 

４ 開札日時：令和８年７月30日（木）午前 10時 

本件は、電子入札案件です。 

入札は、令和８年７月28日（火）午後５時から令和８年７月30日（木）午前 10 時までの間に、電子

入札システムにより行ってください。その際には、必ず入札内訳書を添付してください。 

なお、同システムは毎日午前９時から午後８時（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）までの間に利用で

きます。 

 

５ 再入札について 

第１回目の入札に付し予定価格を超過していた場合、再入札に移行します。再入札についても、「電子

入札システム」により入札書を提出してください。 

なお、再入札の期限は、令和８年７月30日（木）午後２時を予定しておりますので、あらかじめご承

知おきいただきますようお願いいたします。 

 

６ 契約時について（落札業者のみ） 

① 契約書 ２通（兵庫県警察本部会計課で準備する契約書に記名・押印すること） 

② 契約保証金（履行保証保険） 

本契約と同時に、契約金額の 100分の 10以上の額の契約保証金を納入して下さい。ただし、兵庫県

警察本部長を被保険者とする履行保証保険に加入した場合は、その保険証書を提出して下さい（な

お、財務規則（昭和 39年兵庫県規則第 31号）に基づき契約保証金を免除する場合があります。）。 
 

○ 入札に関する質問先：【契約事務担当者】 兵庫県警察本部総務部会計課用度係（担当：塩山） 

ＴＥＬ：０７８－３４１－７４４１（内線 2216）  ＦＡＸ：０７８－３４１－５１６９ 

○ システムに関する質問先：【兵庫県物品調達ヘルプデスク】 

ＴＥＬ：０１２０－５５４－５３８  平日（月曜～金曜日）の９時から１７時 
 



別紙 

違法・有害情報検索システムアカウント利用サービス仕様書 

１ 適用範囲 

  本仕様書は、兵庫県警察が令和８年度に導入する違法・有害情報検索システムアカ

ウント利用サービス(以下「検索システム」という。)に適用する。 

２ 概要 

⑴   システム利用(契約)期間 

   令和８年９月１日から令和９年８月 31 日までの間 

 ⑵ システムの使用形態 

   受注者は、あらかじめ当該仕様を満たす機器等を兵庫県警察へ提供し、検索シス

テムを使用する形態若しくは既に当県警察に導入されているシステム、機器等への

機能追加、アカウント追加等により、兵庫県警察が検索システムを使用する形態と

する。 

   また、仕様を満たす機能を準備し兵庫県警察の承認を受けること。 

 ⑶ 機能 

   第三者の運営・管理するソーシャル・ネットワーキング・サービス及びインター

ネット上の画像・動画等共有サービス(以下「ＳＮＳ等」という。)から、ユーザー

等が投稿・発信した画像、動画、メッセージ、その他の情報等から「児童買春、児

童ポルノ事犯及び家出少年等に関する情報」、「特殊詐欺誘引等に関する情報」、

「薬物取引等に関する情報」等を含む違法・有害情報並びに事件、事故、災害等の

情報を抽出し、収集及び表示できるシステムを提供するものとする。 

３ 仕様等 

 ⑴ アカウント数 

   検索システムの利用に必要なアカウントＩＤ及びパスワードを２アカウント以上

用意すること。 

 ⑵ 基本事項 

  ア ＳＮＳ等の情報(海外から投稿された情報を含む。)について、人工知能等を用

いて兵庫県警察が必要とする情報(フリーワードの設定等により指定)の自動収集

を即時実施できること。 

    また、画像解析又は文章解析等により、誤情報及び発生事案等に関係のない情

報を自動で判別し、フィルタリングを即時実施できること。  

    さらに、フィルタリングの結果に関し、本契約に係るアカウントからのフィー

ドバックを基に人工知能等で学習を行い、フィルタリングの精度を高めることが

できること。  

  イ 「児童買春、児童ポルノ事犯及び家出少年等に関する情報」、「特殊詐欺誘引

等に関する情報」、「薬物取引等に関する情報」についてはＸ（エックス）に、

「事件、事故、災害等の情報」についてはＸ、Instagram、Facebook、TikTok、

YouTube に対応していること。 

    上記以外のＳＮＳについても対応を追加できる機能を有していること。 

    また、各ＳＮＳ等及び外部連携を行っている全ての項目について、利用に関す

る使用承諾書若しくは契約書の写しを提出すること。 

  ウ 国内外を問わず、ＳＮＳ等の投稿内容を解析し、当該内容が発生している地点

の位置情報を推定できること。 

  



 

 

  エ 分類及び表示 

   (ｱ) 本契約に係るアカウントを用いて収集した情報を、投稿に用いられたＳＮＳ

の種別に関わらず同時に分類及び表示できること。 

     また、投稿に用いられたＳＮＳの種別ごとの表示もできること。 

   (ｲ) 人工知能等による解析等により同一事案に関するものと判定した情報につい

て、投稿日時の順に一覧表示できること。 

   (ｳ) 情報の表示に際しては、投稿の内容だけでなく、発生場所と発生事案の概要

についても同時に判別することが可能なタイトルを付与して表示できること。 

   (ｴ) 上記ウにより推定した位置情報を基に、地図上に表示できること。 

   (ｵ) 表示する情報について、受注者がその内容を確認し、発生場所及び日時に誤

りがあった場合直ちに訂正すること。 

     また、当該訂正した部分が分かるように訂正情報を表示できること。 

     さらに、訂正された元の情報についても訂正された部分が分かるように訂正

情報を表示できること。 

   (ｶ) 表示する情報について、特に兵庫県警察の活動に対して影響を及ぼすと受注

者が思料するデマ・フェイク投稿は、当該情報がデマ・フェイクと推定される

ことを明示した形で抽出及び表示できること。 

   (ｷ) 事件、事故、災害等の情報の表示に際しては、国土交通省により公表された

ハザードマップ上に重ねて表示できること。 

     また、ＳＮＳ等の投稿から氾濫発生が推定される時は、その推定される浸水

範囲を地図上に表示できること。 

   (ｸ) ＳＮＳ以外の外部連携情報について、原則、当該情報を提供する外部サイト

に遷移することなく表示すること。 

  オ 検索等 

   (ｱ) 本契約に係るアカウントを用いて収集した情報を２年分以上保存できること。 

   (ｲ) 当該保存した情報について、投稿に用いられたＳＮＳの種別、フリーワード、 

    投稿期間等を指定して検索・表示できること。 

  カ 出力 

    ＳＮＳ等の投稿内容及び解析により推定した位置を示した地図情報、その他検

索結果の一覧等について印字のための画面表示ができること。 

  キ 収集した情報のうち本部が選択した投稿について、定型文や画像等を貼り付け

自動で返信する機能(同等の機能を含む。)を有する又は追加することが可能であ

ること。 

  ク 言語 

   (ｱ) 表示(入出力)言語は、日本語とし、日本語の操作マニュアルを添付すること。 

   (ｲ) 日本語以外の言語による投稿については、内容を日本語に翻訳できること。 

  ケ 対応ウェブブラウザ 

    検索システムは、ウェブブラウザにより利用できるものとし、Mozilla Firefox、 

   Microsoft Edge、Google Chrome に対応していること。 

  コ セキュリティ対策 

    受注者は、検索システムを起動するためのサーバ等の基盤についてマルウェア

対策、脆弱性対策、不正侵入防止対策、不正アクセス防止対策等のセキュリティ

対策を行うこと。 

  



 

 

  サ システム仕様書等の提出 

    上記仕様を満たすことが判断できるシステム仕様書・カタログ、ＳＮＳ等の利

用に関する契約書類、許諾書等すべてを一般競争入札参加資格確認資料と併せて

提出すること。 

  シ システムの事前確認 

    納入予定システムに本仕様書の機能が実装されていることを確認するため、一

般競争入札参加資格確認資料と併せて稼働している検索システム画面を提示する

こと。 

４ 情報セキュリティの確保に関する特約条項 

 受注者は、本業務の実施に際し、別添「情報セキュリティの確保に関する特約条項」

（以下「特約条項」という。）を遵守しなければならない。 

５ 受注者の責務 

⑴ 受注者は、本システムの利用目的を十分認識し、その目的を達成すること。 

 ⑵ 本システムに関する最新技術情報等を随時提供すること。また、契約内容の変更、

契約プランの内容その他利用に関する諸事項の変更等がある場合は、事前に発注者

と協議すること。 

 ⑶ 受注者は、本契約に係る一切の事項について、資料(説明資料を含む。)の求めが

あれば、速やかにその求めに応じ提供すること。 

 ⑷ 受注者は、本契約に定めのない事項又は本仕様に関して疑義が生じたときは、発

注者と協議の上、これを定めるものとする。 

６ 再委託の禁止 

  本業務の全部又は主体的部分（総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分）を  

一括して第三者に委託し、又は請け負わせること（以下「再委託」という。）はでき  

ない。 

また、本業務の一部を再委託してはならないが、あらかじめ再委託の相手方の住 

所、名及び再委託を行う業務の範囲等を記載した再委託の必要性がわかる書面を発注

者に提出し、発注者の書面による承認を得た場合は、発注者が承認した範囲の業務を

第三者（以下、「承認を得た第三者」という。）に再委託することができる。 

なお、再委託をする場合は、再委託した業務に伴う承認を得た第三者の行為につい  

て、受注者は発注者に対して全ての責任を負うものとする。 

７ 質疑 

  本仕様書に関する事前の確認及び内容についての質疑は書面により行うこと。ただ

し、警察情報システムの情報セキュリティを侵害するおそれがある事項については、

その旨のみを回答し、質疑を受けない。  
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別添 

 

情報セキュリティの確保に関する特約条項 

 

兵庫県警察本部（以下｢甲｣という。）と●●（以下｢乙｣という。）による違法・有害情報検

索システムアカウント利用サービスに係る契約に関し、以下の条項を追加する。 

 

（目的） 

第１条 乙は、本契約に係る業務（以下「本件業務」という。）の実施のために、甲から提供

する情報その他本件業務の実施において知り得た情報（以下「保護すべき情報」という。）

の機密性、完全性及び可用性を維持すること（以下「情報セキュリティ」という。）に関し

て、この特約条項に定めるところにより、その万全を期さなければならない。 

２ 保護すべき情報の範囲は、次の各号とする。 

一 甲が秘密区分の指定をした秘密に属する文書、図面、図書等（電磁的記録を含む。） 

二 甲が秘密区分の指定をした秘密に属する物件 

三 一号又は二号に掲げるものを基に、乙が作成（複製及び写真撮影を含む。）した文書、

図面、図書等（電磁的記録を含む。）又は物件のうち、甲が指定したもの 

四 前各号について推知し得る情報 

（再委託の禁止） 

第２条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、やむを得

ず再委託（再委託以降の委託を含む。以下同じ。）を行う場合は、あらかじめ再委託者の商

号又は名称及び住所並びに再委託する業務の範囲、再委託の必要性、再委託期間、再委託

率その他の情報セキュリティの確保に係る契約内容等を記した書面（以下「再委託承認申

請書」という。）を提出し、甲の承認を得るものとする。なお、再委託承認申請書（様式第

２号）に記載された事項について、変更がある場合には、乙はあらかじめ変更の届出を甲

に提出し、同様に承認を得るものとする。 

２ 前項ただし書により乙が再委託を行う場合、乙は乙と再委託者との間で締結する契約に

おいて、再委託者において本特約条項と同等の情報セキュリティの確保が行われるよう定

めなければならない。 

３ 甲は、前項の契約について、再委託承認申請書を確認し、再委託を行う合理的理由及び

再委託者が再委託される業務を履行する能力その他の情報セキュリティの確保のために必

要と認められる事項が十分満たされていないと認められる場合、第１項の承認を行わない

ことができる。 

４ 第１項のただし書により乙が再委託させる場合の再委託者その他本契約の履行に係る作

業に従事する乙以外の事業者（以下「再委託者等」という。）における情報セキュリティの

確保について、乙は本特約条項に従い、必要な通知、申請、確認等を行うものとする。 

 （体制等の整備） 

第３条 乙は、保護すべき情報に係る情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備

しなければならない。 

２ 乙は、乙の代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティに係る責
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任者（以下「情報セキュリティ責任者」という。）とし、情報セキュリティ責任者の下に、

保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し、契約締結後速やかに甲に通知するもの

とする。 

３ 乙は、保護すべき情報に接する者（乙及び再委託者等における派遣社員、契約社員、パ

ート、アルバイト等を含む。以下「取扱者」という。）から情報セキュリティの確保に関す

る誓約書を徴収するとともに、取扱者の名簿を作成し、同名簿を契約締結後速やかに甲に

通知しなければならない。 

４ 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティ確保のため、取扱者に対し作業内容に応

じた教育計画を作成し、甲の承認を得るものとする。 

なお、乙があらかじめ当該計画を有する場合には、これに代えることができる。 

５ 甲は、乙に対し、第４項の教育計画の実施状況について、報告を求めることができる 

６ 乙は、乙及び再委託者の資本関係、役員等の情報、本件業務の実施場所、取扱者の所属、

専門性（情報セキュリティに係る資格（情報処理安全確保支援士等）・研修実績等）、実績

及び国籍に関する情報を甲に通知し承認を得るものとする。 

７ 乙及び取扱者は、甲から本人確認を行うため身分証明書等の提示を求められた場合は、

これに応じなければならない。 

８ 乙は、情報システム及び機器等や役務の調達におけるサプライチェーンにおいて、甲の

意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理体制

を証明する書類を甲に提出しなければならない。また、第三者機関等による品質保証体制

（ISO/JIS Q9001等）、情報セキュリティに関する認証（ISO/JIS Q27001（ISMS）等）取得

を証明する書類、情報セキュリティ監査報告書（SOC２及び３等）等が提出可能な場合は、

甲に提出するものとする。 

９ 乙は、情報システム及び機器等・役務の調達におけるサプライチェーンにおいて、甲の

意図しない変更や機密情報の窃取等が行われるなどの不正が見つかったときに、甲と連携

して追跡調査や立ち入り検査等により原因を調査し、必要な措置を講じなければならない。 

 （守秘義務） 

第４条 乙は、保護すべき情報を本契約の履行期間中のほか、履行後においても第三者に開

示又は漏えいしてはならない。 

２ 取扱者は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいし

てはならない。 

３ 乙又は再委託者等がやむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、

乙はあらかじめ、書面により甲に申請し許可を得なければならない。 

 （管理） 

第５条 乙は、本契約に基づき、保護すべき情報及び甲が乙に貸与する仕様書その他の資料

（以下「業務資料」という。）については、特に厳重な取扱いを行うものとし、その保管管

理について一切の責任を負うものとする。 

２ 乙は、甲が指定する場所において個別の業務を行う場合に持ち込む物品、保護すべき情

報及び業務資料を適正に管理するものとする。また、甲の承諾なくしては、その場所から

物品、保護すべき情報又は業務資料を持ち出してはならない。 

３ 乙は、前２項の保護すべき情報及び業務資料の管理について、最新の「政府機関等のサ
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イバーセキュリティ対策のための統一基準群」における情報セキュリティ対策に準じた管

理を行っていることについて、甲の承認を得るものとする。 

４ 乙は、保護すべき情報及び業務資料について、本契約の履行又は甲の指定した目的以外

に使用してはならない。 

５ 乙は、保護すべき情報について、本契約が終了したとき、又は甲から廃棄を求められた

ときは、これを直ちに甲が認める方法により廃棄するものとする。 

６ 乙は、保護すべき情報及び業務資料を、甲の承諾なくしては、方法の如何にかかわらず

複製・複写してはならない。 

７ 乙は、業務資料について、本契約が終了したとき、又は甲から返還を求められたときは、

これを直ちに甲に返還するものとする。 

８ 乙は、乙が作成（複製及び写真撮影を含む。）した文書、図面、図書等（電磁的記録を含

む。）又は物件のうち、乙から甲に所有権が移転したものは全て甲の認める方法により廃棄

しなければならない。 

９ 乙は、別途定めがある場合を除き、甲が特に高い可用性又は完全性の確保が必要と指定

する保護すべき情報を取り扱う場合、可用性、通信の速度及び安定性、データの保存期間

及び方法、データ交換の安全性及び信頼性確保のための方法、情報セキュリティインシデ

ントの対処方法等を甲と協議し、合意文書を作成するとともに、その合意内容について保

証しなければならない。 

 （作業員名簿の通知及び作業責任者の選任） 

第６条 甲は、必要に応じて乙に当該個別の業務の実施に関する作業を行う者（以下「作業

員」という。）の名簿を作業責任者を明らかにした上で作成させ、書面をもって甲に通知さ

せることができる。ただし、作業責任者は、作業員の中から選任するものとする。 

２ 前項ただし書により選任された作業責任者は、乙の個別の業務の実施を統括し、乙の定

める規則に基づき就業管理を行い、個別の業務の遂行に関する一切の事項を処理し、個別

の業務の遂行につき乙を代理する権限を有するものとする。 

３ 乙が作業責任者の権限に関し制限を設けた場合、作業責任者を変更する場合その他の甲

に通知した内容を変更する場合は、乙は当該内容を書面により事前に甲に通知するものと

する。 

４ 甲は、作業責任者又は作業員の個別の業務の遂行について著しく不適当であると認めた

場合は、乙に対して是正のために必要な措置を執ることを求めることができるものとする。 

 （脆弱性対策等の実施） 

第７条 乙は、本件業務を実施するに当たり、情報システムを使用する場合、当該情報シス

テムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセス

を記録する措置を講ずるものとする。 

２ 前項の場合に、乙は、情報システムに対する不正アクセス、不正プログラム感染及び情

報システムの脆弱性に係る情報を収集し、これに対処するために必要な措置を講ずるもの

とする。  

 （情報セキュリティの対策の履行状況の確認） 

第８条 乙は、契約締結後速やかに、本特約条項が定める項目を含む情報セキュリティ対策

の履行状況（以下「情報セキュリティ対策履行状況」という。）を確認するとともに、確認
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結果について甲に報告するものとする。 

２ 乙は、契約締結後、情報セキュリティ対策履行状況を確認するとともに、確認結果につ

いて甲に報告するものとする。 

３ 前各項の確認については、情報セキュリティ対策履行状況確認書（様式第１号）による

ものとする。ただし、様式第１号で作成できない場合は、この限りではない。 

４ 乙は、再委託者等における情報セキュリティ対策履行状況について、前各項に準じた確

認の結果を甲に対して報告するものとする。 

５ 乙は、甲に報告した確認結果について、甲の承認を得るものとする。 

６ 甲は、その確認結果が十分でないと認められる場合は、その是正のために必要な措置を

講ずるよう乙に求めることができる。 

７ 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正のために必要

な措置を講じなければならない。 

 （情報セキュリティ侵害事案等事故） 

第９条 情報セキュリティ侵害事案等事故（以下「事故」という。）とは、次の各号のことをい

う。 

一 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、外部への漏えい又は目的外利用が行

われた場合 

二 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、認められていないアクセスが行われ

た場合 

三 保護すべき情報を取り扱う又は取り扱ったことのある電子計算機若しくは外部記録媒体

に不正プログラムの感染が認められた場合 

四 第５条第９項における合意内容を損なう事故が発生した場合 

五 前各号に掲げるもののほか、甲又は乙の保護すべき情報のほか契約に係る情報の侵害、

改ざん、滅失、紛失、破壊その他の機密性、完全性及び可用性を損なう事故が発生し、又は

それらの疑い若しくはおそれがある場合 

 （情報セキュリティ侵害事案等事故に関する乙の責任） 

第10条 乙は、乙及び再委託者等の従業員の故意又は過失により前条に規定する事故があっ

たときでも、契約上の責任を免れることはできない。 

（情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置） 

第11条 乙は、本契約の履行に際し、第９条に規定する事故が発生したときは、適切な措置

を講ずるとともに、速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。 

２ 甲は、第９条に規定する事故が発生した場合、必要に応じ乙に対し調査を実施すること

とし、乙は甲が行う当該調査について、全面的に協力しなければならない。 

３ 第９条に規定する事故が再委託者等において発生した場合、乙は甲が当該再委託者等に

対して前項の調査を実施できるよう、必要な協力を行うものとする。 

４ 乙は、第９条に規定する事故の損害、影響等の程度を把握するため、必要な業務資料等

を契約終了時まで保存し、甲の求めに応じて甲に提出するものとする。 

５ 第９条に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由による場合、当該措置に必要な経費に

ついては乙の負担とする。 

６ 前項の規定は、甲が損害賠償を請求できる権利を制限するものではない。 
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７ 乙は、事故の拡大防止及び再発の防止に関する措置について、甲に報告しなければなら

ない。 

８ 乙は、前項の措置の実施状況について、甲の求めに応じて甲に報告するものとし、甲は、

その実施状況が十分でないと認められる場合は、その是正のために必要な措置を講ずるよ

う乙に求めることができる。 

９ 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正のために必要

な措置を講じなければならない。 

（情報セキュリティ監査） 

第12条 甲は必要に応じ、乙に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うものとし、

監査の実施のために、甲の指名する職員を乙の事業所その他関係先に派遣することができ

る。 

２ 乙は、甲が情報セキュリティ対策に関する監査を実施する場合、甲の求めに応じ、必要な

協力（甲の指名する職員による乙の事業所その他の関係先への立ち入り、関係者への面会、

関係書類の閲覧、監査証拠の提出等）をしなければならない。 

３ 甲が再委託者等に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うことを求める場合、

乙は当該監査の実施のために必要な協力を行うこととする。 

４ 乙は、自ら内部監査、外部監査及び情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合は、

その結果を甲に報告することとする。 

５ 甲は、監査の結果、情報セキュリティ対策が十分満たされていないと認められる場合は、

その是正のための必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。 

６ 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正のための必要

な措置を講じなければならない。 

 （契約の解除） 

第13条 甲は、第９条に規定する事故その他の本特約条項に定める情報セキュリティの確保

が困難であると甲が判断する事実が、乙の責めに帰すべき事由により発生した場合におい

て、本契約の目的を達成することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解

除することができる。 

２ 乙は、解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日から30日以内

に、甲にその損害を請求することができる。ただし、甲が乙の同意を得て解除した場合は

この限りではない。 

３ 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。 

４ 甲は、第９条に規定する事故その他の本特約条項に定める情報セキュリティの確保が困

難であると甲が判断する事実が、乙又は再委託者の責めに帰すべき事由により発生した場

合は、第２条第１項ただし書による承認を取り消すことができる。この場合において、乙

に損害が生じた場合であっても、甲は一切の責任を負わない。 
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様式第１号（第９条の３関係） 
 

情報セキュリティ対策履行状況確認書 
１ 確認対象者 

(1) 事業者名： 

(2) 対象部門等名： 

(3) 契約開始年月日： 

(4) 前回確認実施年月日： 
   【留意事項】 

確認対象者が再委託者等の場合は、(1)欄に事業者名を記載し、その末尾に（再委託者等）と記載する
こと。 
この場合、(3)欄には、再委託契約等の開始年月日を記載すること。 

   
２ 確認事項 

 
番号 確認事項 実施／未実施 実施状況（詳細）又は 未実施の理由 
１ 

 

２．１ 
 本契約の全部又は一部を第三者に再委託してい
ない。 

 

 

 

 

２ 

 

 

２．１（１が未実施の場合） 
 やむを得ず再委託をさせるときは、あらかじめ
再委託者の商号又は名称及び住所、再委託する業
務の範囲、再委託の必要性、再委託期間、再委託率
その他の情報セキュリティの確保に係る契約内容
等を記した書面を添え、甲の許可を取得している。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

３．１ 
 情報セキュリティを確保するための体制におい
て、事故に関する問い合わせ窓口を通知している。 

 

 

問い合わせ窓口の連絡先： 

４ ３．２ 
 代表者又は代表者から代理権限を与えられた者
を情報セキュリティ責任者としている。 

 情報セキュリティ責任者名： 

５ 
 

 

３．２ 
 情報セキュリティ責任者の下で、保護すべき情
報の管理に係る管理責任者を指定し、甲に通知し
ている。 

 

 

管理責任者名： 

 

６ 

 

３．３ 
 取扱者から情報セキュリティの確保に関する誓
約書を徴収している。  

 

 

 

７ ３．３ 
 取扱者の名簿を作成し、甲に通知している。 

  

８ ３．４ 
 教育計画を作成し、甲の承認を得ている。 

  

９ ３．６ 
 乙及び再委託者の資本関係、役員等の情報、本件
業務の実施場所、取扱者の所属、専門性（情報セキ
ュリティに係る資格（情報処理安全確保支援士
等）・研修実績等）、実績及び国籍に関する情報を
甲に通知し、承認を得ている。 

  

10 ３．７ 
 甲から身分証明書等の提示を求められた場合は
応じている。 

※ ※ 

11 ３．８ 
 管理体制を証明する書類を提出している。 

  

12 ３．８ 
 第三者機関等による品質保証体制、情報セキュ
リティに関する認証取得を証明する書類、情報セ
キュリティ監査報告書等を甲に通知している。 

※ 

 

※ 

□ISO/JIS Q27001(ISMS) 
□ISO/JIS Q9001 
□情報セキュリティ監査報告書（SOC2/3等） 

13 

 

３．1 
 その他、情報セキュリティを確保するために必
要な体制を整備している。 

※ 

 

※ 

 



- 
1

 

 

14 

 

４．１  
 保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいして
いないことを確認している。 

 

 
 

 

15 

 

４．２ 
 取扱者が、在職中又は離職後においても、保護す
べき情報を第三者に開示又は漏えいしないよう、
措置を講じている。 

 
 

 

 

 

16 

 

 

４．３（１及び２が未実施の場合） 
 やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しよ
うとする場合には、あらかじめ、書面により甲に申
請し、許可を得ている。 

※ 
 

 

※ 

 

 

 

17 

 

５．１ 
 保護すべき情報及び業務資料について、特に厳
重な取扱いを行っている。 

 

 

  

 

18 

 

５．２（甲の指定する場所において個別業務を行う場合） 
 持ち込む物品、業務情報及び業務資料を適正に
管理している。 

※ 

 

※ 

 

19 

 

５．２（甲の指定する場所において個別業務を行う場合） 
 甲の承諾なくして、その場所から物品、業務情報
及び業務資料を持ち出していないか確認してい
る。 

※ 

 

※ 
   

20 

 

５．３ 
 業務情報及び業務資料の管理について、甲の承
認を得ている。 

 

 

 

 

21 

 

 

５．４ 
 保護すべき情報及び業務資料について、甲の指
定した目的以外に使用しないよう、措置を講じて
いる。 

 

 

 

  

 

22 

 

 

５．５ 
 保護すべき情報について、甲から廃棄を求めら
れたとき、直ちに甲が認める方法により廃棄して
いる。 

※ 

 

 

※ 

 

 

23 

 

５．６ 
  保護すべき情報及び業務資料を、甲の承諾なく
して、複製・複写していないか確認している。 

 

 

 

 

24 

 

５．７ 
 甲から返還を求められた資料を、甲に直ちに返
還している。 

※ 

 

※ 

 

25 ５．９ 
 甲が特に高い可用性及び完全性の確保が必要と
指定する保護すべき情報について、合意文書を作
成し、合意内容について保証している。 

※ ※ 

 

26 ６．１（甲の指定する場所において個別業務を行う場合） 
個別業務を行う作業員の名簿及び作業責任者を甲
から求められた場合は通知している。 

※ ※ 

 

27 

 

 

 

７．１（情報システムを使用する場合） 
 当該情報システムのアクセス権の付与を業務上
必要な者に限り、保護すべき情報へのアクセスを
記録する措置を講じている。 

※ 
 

 

 

※ 

 

 

 

28 

 

 

７．２（情報システムを使用する場合） 
 情報システムに対する不正アクセス、不正プロ
グラム感染及び情報システムの脆弱性に係る情報
を収集している。 

※ 
 

 

 

※ 

 



- 
1

 

29 

 

 

８．１（調達における機器等や役務における対策） 
調達する機器等や役務がある場合について、あら
かじめ甲にリストを提出している。 

※ 
 

 

 

 

 

        

30 ９．２（情報セキュリティ対策の履行状況の確認が２回

目以降の場合） 

 前回の確認及び甲に対する報告から、１年以上
が経過していない。 

※ 

 

※ 

 

31 

 

９．５ 
 報告した確認結果について、甲の承認を得てい
る。 

  

        

32 

 

 

11．１（情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場

合） 
 事故発生時に適切な措置を講じるとともに、速
やかに甲に報告を行った。 

※ 

 

 

※ 

 

 

33 

 

 

11．２（情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場

合） 
 事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要
な業務資料を保存している。 

※ 

 

 

※ 

 

 

34 11．４ 
自ら内部監査、外部監査及び情報セキュリティ

対策に関する監査を行った場合、甲に結果を報告
している。 

※ ※ 

 

確認年月日： 

確認者（事業者名、所属、役職、氏名）：                  

 
【留意事項】 
 ※欄については、該当がある場合に記載する。 

 



様式第２号（第２条の１関係） 

再委託承認申請書 

１ 申請者 

会社名（商号）  ： 

代表者氏名    ： 

所在地      ： 

連絡先（電話／FAX）： 

２ 再委託先情報 

会社名（商号）  ： 

代表者氏名    ： 

所在地      ： 

連絡先（電話／FAX）： 

３ 再委託業務の概要 

業務名称          ： 

業務内容     ： 

 

４ 再委託業務の範囲 

対象システム   ： 

対象資料／文書    ： 

５ 再委託の必要性 

（理由・期待効果） ： 

６ 再委託期間 

開始日 ：    年  月  日   終了日 ：    年  月  日 

７ 再委託率 

（全体業務に対する割合） ：     %（金額/工数別） 

８ 情報セキュリティ確保に係る契約内容 

   ・秘密保持契約（NDA）    □ 有  □ 無 

   ・認証取得状況（ISO27001 等） □ 有  □ 無 

   ・その他特記事項 ： 

９ 添付資料 

    □ ISO27001 等認証証明書   □ 秘密保持契約（NDA）   □ 実績・資格証明書 

    □ その他（       ） 

10 申請者署名 

    申請日 ：    年  月  日 

役職    ： 

    署名  ： 



会社名

担当者名

電話

FAX

案件名

番号

※仕様等に関して質問があれば上記に記入のうえ、期限内までに提出してください。

仕様等に関する質問書

違法・有害情報検索システムアカウント利用サービスの提供

質問事項記入欄 回答欄（兵庫県警察本部記入欄）



会社名

担当者名

電話

FAX

数　量 単位

12 月

入　札　用　（内　訳　書）

違法・有害情報検索システムアカウント利用サービスの提供

品　目
１箇月あたりの単価

(消費税及び地方消費税を含まない）

円

案件名

規　格　等

違法・有害情報検索
システムアカウント利用

仕様書のとおり



別記様式 

 

令和  年  月  日 

 

契約担当者 

 兵庫県警察本部長 様 

 

 

過去の契約実績に関する申出書 

 

 

     所在地                      

     商号又は名称                   

     代表者職氏名                   

     電話番号                     

     E-mail                      

 

 入札保証金を免除いただくため、財務規則（昭和 39年兵庫県規則第 31号）第 84条第１項第３

号に規定する過去の契約実績について、下記のとおり申し出ます。 

 

記 

 

１ 入札保証金の免除を受ける契約の件名 

  違法・有害情報検索システムアカウント利用サービスの提供 

 

２ 過去の契約実績 

契約の相手方 契約の件名 契約日 契約金額（円） 履行期間 

 

 

 

 

    

（記載にあたっての注意事項） 

○国（公社、公団を含む）及び地方公共団体（公社等を含む）の入札案件に係る契約実績を記入

すること。ただし、民間企業との契約実績は対象外とする。 

○対象となる契約実績は、購入契約実績、請負契約実績、賃貸借契約実績のいずれでも可。 

〇賃貸借契約実績については、契約期間（履行期間）を通じた全額（月額×履行期間の月数）を

契約金額として記入すること。 

〇単価契約の場合は、単価（税込）×納入実績数量を契約金額欄に記載し、契約期間（履行期間）

中の納入実績数量がわかる書類（納品書、納入一覧表等）を契約書に併せて提出すること。 

○契約実績は、過去２年以内の案件（１件）を記載すること。 

○記入した契約実績に係る契約書等の写しを提出すること。 

○契約金額は入札希望金額（税込）の 70％以上であること。 

入札希望金額（税込）の 70％に未満であった場合は、入札書は無効となります。 

○本申請書の提出期限は、入札参加申込書の締切日とします。それ以降に提出した場合、財務規

則第 84条第１項第３号に規定する入札保証金の免除を受けることはできません。 

 



 

収入印紙 
    ○印  
貼  付 

 

契 約 書（案） 

 

 兵庫県警察本部（以下「甲」という。）と         （以下「乙」という。）

との間において、次のとおり違法・有害情報検索システムアカウント利用サービスの提供

（以下「システムアカウント利用サービス」という。）に関する契約を締結する。 

 （目的） 

第１条 乙は、違法・有害情報検索システムアカウントの利用について、常に適正に提供

するものとする。 

 (1) 契約の名称 

   違法・有害情報検索システムアカウント利用サービスの提供 

 (2) 契約の内容 

   別添「仕様書」のとおり 

 （処理方法） 

第２条 乙は、この契約、別添仕様書及び甲の指示するところに従うほか、関係法令を遵 

守し、信義誠実の原則を守り、当該契約を履行するものとする。 

 （契約期間） 

第３条 この契約の期間は、令和８年９月１日から令和９年８月 31 日までとする。 

 （利用料金） 

第４条 システムアカウント利用サービスの提供は、月額   円（うち取引に係る消費

税及び地方消費税の額   円）とする。ただし、契約期間中に１箇月未満の端数を生

じた月、又は乙の責に帰すべき理由によりシステムアカウント利用サービスの提供を受

けられない月の利用料金は日割計算により算出するものとし、円未満の端数は切り捨て

るものとする。 

 （契約保証金） 

第５条 ① 乙は、この契約の締結と同時に、甲に契約保証金として、金 円を納付する。 

    ② 甲は、財務規則（昭和 39 年兵庫県規則第 31 号）第 100 条第１項第 号の規

定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。 

 （秘密の保持） 

第６条 乙は、システムアカウント利用サービスの提供に関して知り得た相手方の秘密を

第三者に漏えいしてはならない。当該秘密を公表する必要が生じたときには、甲の文書

による許諾を得なければならない。 

 （権利義務の譲渡等） 

第７条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては 

ならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りではない。 

（生成 AIの利用に関する保証） 

第８条 乙は、委託事務を処理するに当たり、生成 AI（人工的な方法により学習、推論、判断等の知



的機能を備え、かつ、質問その他のコンピュータに対する入力情報に応じて当該知的機能の活用に

より得られた文章、画像、音声等の結果を自動的に出力するよう作成されたプログラム及び当該プ

ログラムと連携して動作するプログラムをいう。以下同じ。）を利用する場合には、甲に対し、委

託事務の処理の過程において第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害しておらず、成果物が第

三者の知的財産権その他一切の権利を侵害していないことを保証する。 

（生成 AIへの入力及び出力結果） 

第９条 乙は、委託事務を処理するに当たり、生成 AI を利用する場合には、委託事務の処理に関し

て知り得た秘密及び個人情報を生成 AI に入力してはならず、生成 AI の出力結果を確認して修正す

ることなく成果物として甲に提出してはならない。 

（調査等） 

第 10 条 甲は、乙の委託業務の処理状況について、随時に、調査し、若しくは必要な報告を求め、

又は委託業務の処理に関して乙に適正な履行を求めることができる。 

２ 乙は、特別な理由がない限り、前項の調査又は報告に応じることとし、この契約の終了後も、こ

の契約が終了する日（以下「契約終了日」という。）の属する県の会計年度を含む６会計年度の間は、

同様とする。 

 （再委託等の禁止） 

第 11 条 乙は、作業の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせ

てはならない。 

２ 前項における主体的部分とは、作業における総合的な企画及び判断並びに作業遂行管

理部分をいう。 

３ 乙は、作業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ（以下「再委託等」という。）

てはならない。ただし、あらかじめ再委託等の相手方の住所、氏名及び再委託等を行う

作業の範囲等（以下「再委託等に関する事項」という。）を記載した再委託の必要性が

わかる書面を甲に提出し、甲の書面による承認を得た場合は、乙は、甲が承認した範囲

の作業を第三者（以下「承認を得た第三者」という。）に再委託等することができる。 

４ 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も、前項の義務を負

うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなけ

ればならない。その後に承認を得た第三者についても、同様とする。 

５ 乙は、作業の一部を再委託等先から、さらに第三者に再委託等させる場合（３次委託

等）には、甲に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した書面を提出し、甲

の書面による承認を受けなければならない。なお、４次委託等以降も同様とする。 

６ 再委託等する相手方の変更等を行おうとする場合には、乙は、改めて再委託等に関す

る事項が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。 

７ 乙は、作業の一部を再委託等する場合には、再委託等した作業に伴う承認を得た第三

者の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 

 （システム利用の制限） 

第 12 条 本契約のシステムアカウント利用サービスは、甲又は甲に所属する職員に限る

ものとし、情報サービスに係るデータ若しくはマニュアル等又はそのコピーを第三者に

提供しないものとする。 

 （契約内容の変更） 



第 13 条 甲は、必要があると認めるときは、システムアカウント利用サービスの内容の

全部又は一部を変更することができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変

更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定める。 

 （損害の負担） 

第 14 条  システムアカウント利用サービスに関して生じた損害（第三者に及ぼした損害

を含む。）は、乙が負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生

じたものについては、甲が負担する。 

 （利用料金の支払） 

第 15 条 乙は、毎月当該月分のシステムアカウント利用サービスに係る料金を１箇月ご

とに書面により甲に請求するものとする。 

２ 甲は、正当な請求書を受理した日から 30 日以内に利用料金を支払わなければならない。 

 （契約不適合責任） 

第 16 条 甲は、成果物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態（以

下「契約不適合」という。）があるときは、乙に対して、その契約不適合の修補、代替

物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、 

甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履 

行の追完をすることができる。 

２ 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求（以下「追完 

請求」という。）に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をす 

ることができる。 

３ 第１項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、そ 

の期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額 

を請求することができる。この場合において、契約金額の減額の割合は引渡日を基準と 

する。 

４ 追完請求、前項に規定する契約金額の減額請求（以下「契約金額減額請求」とい

う。）、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合（数量に関する契約不適合を除

く。次項 において同じ。）が甲の供した材料の性質又は甲の与えた指図によって生じ

たものであるときは行うことはできない。ただし、乙が、その材料又は指図が不適当で

あることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 

５ 甲が契約不適合を知った時から１年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、そ 

の不適合を理由として、追完請求、契約金額減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除 

をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失 

によって知らなかったときは、この限りでない。 

 （履行遅滞の場合の違約金） 

第 17 条  乙の責に帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないときは、乙は、

違約金を甲に支払わなければならない。 

２ 前項の規定による違約金の額は、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応 

じ、契約金額につき年 10.75 パーセントの割合で計算した額とする。ただし、履行が可 

分の契約で契約料を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の契 

約料について計算した額とする。 

 （解除等） 

第 18 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告



をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、そ

の期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして

軽微であるときは、この限りでない。 

 (1)  正当な理由なく、契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。 

 (2)  履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに 

  認められるとき。 

 (3)  正当な理由なく、第 16 条第１項の履行の追完がなされないとき。 

 (4)  乙又はその代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。 

第18条の２ 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除すること

ができる。 

 (1) 乙又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者

が、この契約の入札に関して地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４

第２項第２号に該当すると認めたとき。 

 (2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達す

ることができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。 

第 18 条の３ 甲は、第 18 条各号又は前条に規定する場合が甲の責に帰すべき理由による

ものであるときは、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

２ 前２条の規定によりこの契約が解除された場合において、乙は、契約金額の 10 分の

１に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。

ただし、この契約が解除された場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の

責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。 

３ 前項の場合において、第５条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の 

提供が行われているときは甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当するこ 

とができる。 

４ 前２条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は、甲に対してその 

損害の賠償を請求することはできない。 

５ 甲は、前２条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既済部分の 

代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。 

６ 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通 

知するものとする。 

７ 甲は、翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の削減又は削除があ 

ったときは、この契約を解除できる。 

 （暴力団等の排除） 

第 19 条 甲は、第 21 条第１号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する

者(以下｢暴力団等｣という。)であると判明したときは、又は第 11 条に規定する第三者

が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を

除き、契約を解除するものとする。 

 (1) 暴力団排除条例(平成 22 年兵庫県条例第 35 号)第２条第１号に規定する暴力団及び

同条第３号に規定する暴力団員 

 (2) 暴力団排除条例施行規則(平成 23 年兵庫県公安委員会規則第２号)第２条各号に規

定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者 

２ 前条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。 

第 20 条 乙は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、

暴力団等を受託者としてはならない。 



２ 乙は、この契約に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴

力団等であると判明したときは、当該受託者との契約を解除しなければならない。 

第 21 条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。 

 (1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。 

 (2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための

措置を講じるために利用し、又は知事、兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管

理者に提供すること。 

第 22 条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求

（以下「不当介入」という。）を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察

に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務

の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様と

する。 

 （適正な労働条件の確保） 

第 23 条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、適正な労働

条件の確保に関する特記事項（別記）を守らなければならない。 

 （遅延利息） 

第 24 条 乙は、この契約に基づく違約金を甲の指定する期限までに支払わないときは、

当該期限の翌日から支払までの日数に応じ、その支払わない額につき、年 3.0 パーセン

トの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 

 （氏名等の公表） 

第 25 条 甲は、乙が関係法令若しくは契約事項に違反するとき又は第 10 条第１項の規定

による調査等に誠実に応じないときは、その旨及び乙の氏名（法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名）その他甲が必要と認める事項を公表することができる。 

２ 前項の公表は、当該事案が悪質又は重大である場合その他甲が必要と認める場合にお

いて実施するものとする。 

３ 前２項の規定は、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む６会

計年度の間は、適用があるものとする。 

（帳簿等の備付け） 

第 26 条 乙は、当該委託事務に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、か

つ、収入及び支出について証拠書類を整理し、この契約の終了後も、契約終了日の属

する県の会計年度を含む６会計年度の間は、これらの書類を保存しなければならない。 

 （管轄裁判所） 

第 27 条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国

の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

 （補則） 

第 28 条 この契約に定めのない事項については、財務規則（昭和 39 年兵庫県規則第 31

号）によるほか、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。 

 



 この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を

所持する。 

 

 令和８年８月６日 

 

 

            甲  神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 
 
               兵庫県警察本部 
 
                                本 部 長  小 西 康 弘     □印  

 

            乙   
 
                            
 
                                   ○印  



 

 

誓 約 書 

 

 暴力団排除条例（平成 22 年兵庫県条例第 35 号。以下「条例」という。）を遵守

し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。 

 

記 

 

１ 条例第２条第１号に規定する暴力団、又は第３号に規定する暴力団員に該当しな

いこと 

 

２ 暴力団排除条例施行規則（平成 23 年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に

規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと 

 

３ 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、上記

１又は２に該当する者をその受託者としないこと 

 

４ 上記１、２及び３に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が

行う一切の措置について異議を述べないこと 

 

 

 令和８年８月６日 

 

 

   兵庫県警察本部長  様 

 

 

 

                 所  在  地 

 

                 会  社  名 

 

                 代表者職氏名 

 

                                電 話 番 号 

 

                                  電 子 メ ー ル 

 

 

 

 

 

 

 



別記 

適正な労働条件の確保に関する特記事項 

（基本的事項） 

第１ 乙は、別表に掲げる労働関係法令（以下「労働関係法令」という。）を遵守すること

により、次の各号のいずれかに該当する労働者（以下「特定労働者」という。）に対する

最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の

適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下

「最低賃金額」という。）以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保

しなければならない。 

(1) 乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法（昭和 22 年法律第 49

号）第９条に規定する労働者 （当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。） 

(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年

法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。）の規定により、乙のためにこの契約に基

づく業務に関わっている労働者（以下「派遣労働者」という。）（当該業務に直接従事

しない者を除く。） 

（受注関係者に対する措置） 

第２ 乙がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び

当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方

（以下「受注関係者」という。）は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなけれ

ばならない。 

２ 乙は、前項の場合において、その契約金額（同一の者と複数の契約を締結した場合には、

その合計金額）が 200 万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する

旨等を記載した誓約書を徴取し、その写しを甲に提出しなければならない。 

３ 乙は、受注関係者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に

対し、指導その他の特定労働者（受注関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっ

ている労働者を含む。以下同じ）の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じな

ければならない。 

４ 乙は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結して

いる契約を解除しなければならない。 

(1) 乙に対し第４の第４項、第５の第３項若しくは第４項の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をしたとき。 

(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第４条第１項の規定に違反した

として、検察官に送致されたとき。 

（特定労働者からの申出があった場合の措置） 

第３ 甲は、特定労働者から、乙又は受注関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃

金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署

に通報するものとする。 

２ 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要

な情報について報告を求めることができる。 

３ 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。 

４ 乙は、その雇用する特定労働者が第１項に規定する申出をしたことを理由として、当該

特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。 

５ 乙は、第１項に規定する特定労働者が受注関係者に雇用されている場合において、第２

項の報告を求められたときは、当該受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲

に報告しなければならない。 



６ 乙は、受注関係者に雇用されている特定労働者が第１項に規定する申出をしたことを理

由として、当該受注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしな

いよう求めなければならない。 

７ 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第３項、第５項、第４の第２項、第４項及

び第５の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。 

（労働基準監督署から意見を受けた場合の措置） 

第４ 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達し

ない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払

を行うことを求めるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日まで

に当該支払の状況を甲に報告しなければならない。 

３ 甲は、労働基準監督署から受注関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額

に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金

の支払を行う旨の指導を当該受注関係者に行うことを求めるものとする。 

４ 乙は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して

同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、甲が定める期日までに当該報告の内容

を甲に報告しなければならない。 

（労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置） 

第５ 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払にお

ける最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導

を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置（以下「是正措置」とい

う。）を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やか

に是正措置の内容を甲に報告しなければならない。 

３ 乙は、受注関係者が第１項の行政指導を受けた場合においては、当該受注関係者に対し

て速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、

当該報告の内容を甲に報告しなければならない。 

４ 乙は、前項の場合において、同項の受注関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監

督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該受注関係者に対して速やかに当該是正

措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。 

（契約の解除） 

第６ 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

(1) 乙が、甲に対し 第４の第２項、第５の第１項若しくは第２項の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をしたとき。 

(2) 乙が、甲に対し 第４の第４項、第５の第３項若しくは第４項の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をしたとき。（乙が、第２の第１項の誓約をした受注関係者に対して、

第４の第３項に規定する指導及び第４の第４項、第５の第３項又は第４項の規定による

報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が乙に対して当該報告をせず、又

は虚偽の報告をしたときを除く。） 

(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙又は受注関係者が最低賃金法第４条第１

項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。（乙が第２の第４項の規定によ

り、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く。） 

（損害賠償） 

第７ 乙又は受注関係者は、第６の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、

甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。 



（違約金） 

第８ 乙は、第６の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに

甲に支払わなければならない。 

 

 

 

 別表（第１関係） 

 

 労働関係法令 

  (1) 労働基準法（昭和22年法律第49号） 

  (2) 労働組合法（昭和24年法律第174号） 

  (3) 最低賃金法（昭和34年法律第137号） 

  (4) 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号） 

  (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年

法律第113号） 

  (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和6

0年法律第88号） 

  (7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律

第76号) 

  (8) 労働契約法（平成19年法律第128号） 

  (9) 健康保険法（大正11年法律第70号） 

 （10）厚生年金保険法（昭和29年法律第115号） 

 （11）雇用保険法（昭和49年法律第116号） 

 （12）労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号） 

 



誓 約 書 

 

 下記１の契約（以下「本契約」という。）に基づく業務に従事する労働者の適正な労働

条件を確保するため、下記２の事項を誓約する。 

記 

１ 契約名 

  違法・有害情報検索システムアカウント利用サービスの提供 

２  誓約事項 

 (1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行

うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。 

 (2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当す

るときは、速やかに県へ報告を行うこと。 

  ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められた 

とき。 

  イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。 

  ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。 

 (3)  本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わ

らせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵

守を誓約した者を受託者とし、その契約金額（同一の者と複数の契約を締結した場合

には、その合計金額）が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守する

よう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 

 (4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導

その他労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。 

 (5) 本契約に基づく業務において､次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解

除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。 

  ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

  イ 最低賃金法第４条第１項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。 
 

   令和８年８月６日 
 

     兵庫県警察本部長 様 

                   所 在 地 

                   名 称 

                         代表者職氏名              

電 話     

             電 子 メ ー ル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（誓約事項(1)関係） 

 労働関係法令 

  (1) 労働基準法（昭和22年法律第49号） 

  (2) 労働組合法（昭和24年法律第174号） 

  (3) 最低賃金法（昭和34年法律第137号） 

  (4) 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号） 

  (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年

法律第113号） 

  (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和6

0年法律第88号） 

  (7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律

第76号) 

  (8) 労働契約法（平成19年法律第128号） 

  (9) 健康保険法（大正11年法律第70号） 

 （10）厚生年金保険法（昭和29年法律第115号） 

 （11）雇用保険法（昭和49年法律第116号） 

 （12）労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号） 

 


